
掲
載
議
案

候
補
１

令
和
５
年
度
の
主
な
取
り
組
み

【
第
１
号
】
令
和
５
年
度
一
般
会
計
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
支
援

町
会
・
自
治
会
へ
の
交
付
金
の
増
額

保
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
導
入

消
防
局
庁
舎
の
建
て
替
え

「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
」
40
周
年
記
念
事
業

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
と
は

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
わ
れ
る
子
供
た
ち
へ
の
支

援
に
つ
な
げ
る
た
め
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
使
っ
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ

相
談
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
士
等
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
関
係
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
子
供
た
ち
に
寄
り
添
い
ま
す
。

市
と
町
会
・
自
治
会
と
の
連
携
を
図
り
、
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
形
成

す
る
た
め
、
町
会
・
自
治
会
へ
の
交
付
金
を
左
記
の
と
お
り
増
額
し
ま
す
。

〇
１
世
帯
あ
た
り
年
額
３
７
０
円

➡

年
額
４
２
０
円
に
増
額

公
立
保
育
園
に
お
け
る
保
護
者
の
利
便
性
向
上
や
職
員
の
事
務
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
登
降
園
や
出
欠
席
の
管
理
、
連
絡
帳
等
を
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
「
保
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
す
る
も
の
で
す
。

老
朽
化
し
た
消
防
局
庁
舎
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
宿

舎
船
橋
行
田
住
宅
跡
地
に
移
転
建
て
替
え
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
９
年
度
に
供
用
開
始
す
る
た
め
、
令
和
５
年
度
は
基

本
設
計
及
び
実
施
設
計
を
行
い
ま
す
。

現在の消防局
庁舎の写真

昭
和
58
年
に
行
っ
た
「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
」
40
周
年
を
記
念
し
、
子

供
か
ら
大
人
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
合
え
る
よ
う
に
記
念
イ
ベ
ン
ト
や
、
ト
ッ
プ

ア
ス
リ
ー
ト
関
係
者
に
よ
る
記
念
講
演
を
開
催
し
ま
す
。

一般会計・特別会計・
企業会計のそれぞれの

予算額を掲載
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掲
載
議
案

候
補
２

保
育
所
等
の
安
全
対
策
に
対
す
る
補
助

【
第
11
号
】
令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

掲
載
議
案

候
補
４

掲
載
議
案

候
補
５

児
童
相
談
所
開
設
等
に
向
け
た
職
員
の
増
員

掲
載
議
案

候
補
３

健
康
福
祉
局
の
組
織
改
正

【
第
16
号
】
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
主
な
改
正
内
容
】

令
和
５
年
４
月
１
日
付
け
で
健
康
福
祉
局
の
組
織
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

〇
健
康
高
齢
部
を
高
齢
者
福
祉
部
と
健
康
部
に
分
割

〇
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
に
重
層
的
支
援
体
制
整
備
等
を
所
管
す
る
「
福
祉
政
策
課
」

を
新
設

〇
保
健
所
に
感
染
症
対
策
等
を
所
管
す
る
「
健
康
危
機
対
策
課
」
を
新
設

〇
子
育
て
支
援
部
を
「
こ
ど
も
家
庭
部
」
に
改
称
し
、
児
童
家
庭
課
と
家
庭
福
祉
課

の
再
編
に
よ
り
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
の
新
た
な
課
題
を
所
管
す
る
「
こ
ど
も
家

庭
支
援
課
」
と
、
経
済
的
支
援
等
を
所
管
す
る
「
子
育
て
給
付
課
」
を
設
置

【
第
17
号
】
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
た
な
市
営
住
宅
の
確
保

【
第
30
号
】
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

児
童
相
談
所
の
開
設
及
び
医
療
セ
ン
タ
ー
建
て
替
え
に
よ
る
医
療
提
供
体

制
の
充
実
に
向
け
て
職
員
を
増
員
す
る
た
め
、
職
員
定
数
の
改
正
を
行
い
ま

す
。

①
市
長
の
事
務
部
局
の
職
員

➡

１
１
６
人
の
増
員

②
病
院
事
業
の
職
員

➡

１
０
０
人
の
増
員

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
管
理
す
る
住
宅
を
新
規
で
借

上
げ
る
こ
と
で
、
市
営
住
宅
と
し
て
供
給
す
る
住
戸
を
増
や
す
た

め
、
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

①
金
杉
台
第
一
借
上
公
営
住
宅
（
金
杉
台
１
丁
目
３
番
）

②
金
杉
台
第
二
借
上
公
営
住
宅
（
金
杉
台
２
丁
目
１
番
）

【
主
な
改
正
内
容
】

借
上
公
営
住
宅

と
は

送
迎
用
バ
ス
へ
の
安
全
装
置
の
装
備
等
に
係
る
経
費
の
補
助

子
ど
も
の
安
全
対
策
と
し
て
、
①
送
迎
用
バ
ス
等
の
改
修
（
安
全
装
置
の

装
備
）
、
②
登
園
管
理
シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
、
③
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
子
ど

も
の
見
守
り
タ
グ
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
等
）
の
導
入
に
必
要
な
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

〇
対
象
施
設

保
育
所
、
認
可
外
保
育
施
設
・
・
・
・
・
・



掲
載
議
案

候
補
６

外
部
監
査
人
に
よ
る
市
の
財
務
に
つ
い
て
の
監
査
を
実
施

【
第
34
号
】
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

掲
載
議
案

候
補
７

出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ

【
第
50
号
】
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

包
括
外
部
監
査
と
は

左
記
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
す
る

た
め
、
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

〇
契
約
の
始
期

令
和
５
年
４
月
１
日

〇
契
約
の
金
額

１
４
０
０
万
円
を
上
限
と
す
る
額

【
主
な
改
正
内
容
】

健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
な
ら
い
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

額
を
左
記
の
と
お
り
、
８
万
円
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

〇
支
給
額

・
現
行
40
万
８
０
０
０
円

➡

・
改
正
後
48
万
８
０
０
０
円




